
○労働契約法の特例（※大学教員等任期法もあわせて改正）

・ 大学等及び研究開発法人の教員等、研究者、技術者、リサーチアドミニスト
レーターについて、無期労働契約に転換する期間を５年から１０年に延長。

・ 民間企業の研究者等で、大学等及び研究開発法人との共同研究に専ら従事
する者も、上記と同様の扱い。

・ 上記の者の雇用の在り方につき、今回の改正法の施行状況等を勘案して検
討を加え、必要な措置を講ずる。

○平成２６年４月１日

研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的
推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律（平成
２５年法律第９９号）の概要（労働契約法関係部分：抄）

改正内容

施行日


